
一般社団法人日本生活期リハビリテーション医学会 

日本生活期リハビリテーション医学会認定医の認定に関する内規 

 

（目的） 

第１条 本内規は、日本生活期リハビリテーション医学会認定医制度に関する規則に基づ

き、日本生活期リハビリテーション医学会認定医（以下、生活期認定医という）にな

ることを目標とする研修ならびに認定に関する手続きについて定めるものである。 

 

（資格） 

第２条 生活期認定医として認定を受けられるものは、次の各号に掲げる規定を満たしたもの

に限る。 

（１） 医師資格取得後６年以上かつ３年以上の生活期のリハビリテーション診療経験

を有していること。 

  （２）本医学会加入後連続して２年以上を経過していること。 

  （３）「生活期のリハビリテーション医療にかかわる医師のための研修会」の初級、中 

     級、上級の研修会を全て修了していること。 

  （４）生活期のリハビリテーション医療を担当した１０症例の症例報告（１症例 1,200 

     字）を提出すること。 

  （５）生活期のリハビリテーション医療及び地域活動の実績を提出すること。 

  （６）日本生活期リハビリテーション医学会学術集会、日本リハビリテーション医学会 

     学術集会、日本リハビリテーション医学会秋季学術集会、日本リハビリテーショ 

     ン医学会地方会学術集会にて生活期のリハビリテーション医学・医療に関する発 

     表（主演者に限る）を１回以上行っていること。 

 

（改廃） 

第３条 本内規の改廃は、理事会の承認を経て総会において報告するものとする。 

 

（附則） 

１ 本内規は、令和５年７月１日から施行する。 

 

２ 本内規は、令和６年４月３日から施行する。 



一般社団日本生活期リハビリテーション医学会 

日本生活期リハビリテーション医学会認定医の生涯教育及び資格更新に関する内規 

 

（目 的） 

第１条 本内規は、日本生活期リハビリテーション医学会認定医制度に関する規則第５条

に基づき、日本生活期リハビリテーション医学会認定医（以下、生活期認定医）の

生涯教育及び資格更新について定めるものである。 

 

（生涯教育基準） 

第２条 生活期認定医の資格更新に係わる生涯教育基準は、本第２項に定めるところにより

５年間に７０単位以上を履修し、生活期リハビリテーション医療に関る活動報告を

提出するものとする。 

単位の申請には、学会等の参加証あるいはそれに相当する書類のコピー、論文・抄

録のコピーを添付する必要がある。生活期リハビリテーション医療に関連する内容

か否かは、添付されたコピー等の内容を認定委員会で判断する。 

２ 更新単位及び要件は、次のとおりとする。 

（１）日本生活期リハビリテーション医学会学術集会の参加単位：４０単位以上(必須２

回)。 

（２）別表の（２）（３）に定める日本生活期リハビリテーション医学会生涯教育研修

等：３０単位以上。 

（３）活動報告：さまざまな生活期リハビリテーション医学・医療にかかわる臨床活動、

研究活動、研究論文、総説等の原稿、在宅医療についての講演、他、さまざまな活

動の報告書など 

３ １０年以上の生活期認定医歴を有し、かつ６５歳以上で、更新したものもしくは理事

会で推薦および承認のあったものにあっては、本条第２項の定める履修等を免除し、

７０歳となる年度の４月１日を起点として生活期認定医（終身）とする。 

４ ６０歳以上で生活期認定医を取得したものにあっては、２回更新後に生活期認定医

（終身）とする。 

５ 前項３の理事会で推薦および承認のあったものとは、更新の時点で、６０歳以上でか

つ会員歴２０年以上のものを基準とする。 

 

(生涯教育研修) 

第３条 生涯教育研修は、次のとおりとする。 

（１）本医学会学術集会会長が主催する教育講演 

（２）本医学会が主催する研修 

２ 生涯教育研修の講習内容や手続き等は、別に定める。 

 



一般社団日本生活期リハビリテーション医学会 

（資格更新） 

第４条 生活期認定医の資格更新は、５年毎に行う。 

２ 最初の資格更新の期間は、認定を受けた年度の翌年度の４月１日から起算するものと

する。 

３ 資格更新手続きは、別に定める。 

 

（改廃） 

第５条 本内規の改廃は、理事会の承認を経て総会において報告するものとする。 

 

（附則） 

１ 本規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表 日本生活期リハビリテーション医学会認定医生涯教育基準の履修項目及び単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜註＞ 

 *1 年度毎に定める。 

 

  

 

大 項 目 項目 履修単位 

（１） 

学会参加の単位 

本医学会学術集会 

 

２０単位 

（２） 

生涯教育研修受講

の単位 

本医学会学術集会で行われる教育研修講演 １０単位 

本医学会が主催または講演する研修会*1 １０単位 

（３） 

学会発表等の単位 

本医学会学術集会での特別講演、シンポジウム、

パネルディスカッション、教育講演等の筆頭演者 

１０単位 

本医学会学術集会での一般発表（口演・ポスタ

ー）の筆頭演者 

１０単位 

本医学会が主催する研修会での教育講演、実習担

当者*1 

１０単位 

日本リハビリテーション医学会の参加 １０単位 

日本リハビリテーション医学会地方会の参加 ５単位 


